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`
本

実
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越

乃

植
民
地
土
地
政
策

の
主
眼

と
す
る
所
は
、
上
述

の
如
く

一
方
に
於
て
は
投
機
的
土
地
責
買
の
弊
害

を
防
止
す

る

.

ε
共

に
、
他
方

に
於
て
は
能

ふ
限
b
中
小
農
民
階
級
を
し
て
土
地
を
取
得
せ
し
め
、
彼
等
を
基
礎
こ
し
て
経
済
上

に

於
て
も
肚
曾
上
に
於

て
も
堅
實
な
る
植
民
地
の
獲
逮

を
遂
げ
し
め
ん
ご
す

る
に
在

る
が
故
に
、
其

の
解
決
に
當

.

り
て
は
↓
官
公
有
地
及
無
主
地

の
虚
勢
法
、
コ
家
産
制
度

の
設
定
・
ヨ
土
地
所
有
権
の
確
保
等
に
付
き
て
特
に
考

慮
を
加
ふ
る
の
必
要
あ
り
。

…一
宮
公
有
地
及
無
主
地

の
庭
分
法
、

植
底
地
を
し
て
成
る
べ
く
速
か
に
秩
序
的
の
獲
達
を
遂
げ
し
め
ん
痩
欲
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…
せ
ぱ
、
先
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纂
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幾

堅
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秀
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用
せ
・
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…
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私
人
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し
て
、
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一
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に
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け
る
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恩
恵
を
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用
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し
め
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こ
ε
に
努
む
る
よ
り
急

菰
る
は
な
し
、
而
し
て
之
を
爲

す

に
當
り
て
は
官
公
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地
及
無
主
地
は
如
何
な
る
方
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に
依
り
て
之
を
交
付
す

べ
き
や
、
換
言
せ
ば
イ
無
償
交
付

ラ

㎝
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方
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に
俵
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べ
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償
交
付
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依
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べ
き
や
、

ロ
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交
付
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依
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依
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べ
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や
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し
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や
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付
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翠
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蘭
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叉
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滑
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付
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捜

馨

塵

じ
て
土
地
の
彿
下
げ
を
受
け
、
自
ら
地
ま
こ
し
て
濁
立
の
生
計
を
警
み
得

る
に
至
る
塒
は
・
此
の
佛

一
下
げ
に
依
り
て
生
じ
た

る
政
府
の
牧
人
を
以
て
更
に
労
働
者

の
移
住
を
奨
濁
し
、
以

て
植
民
地

に
於
け
る
勢
力

の

缺
乏
を
補
は
ん
嬉
す

る
に
在
り
し
も
、
無
償
交
付
の
主
義
を
排
し
て
植
民
地
の
土
地
は
有
償
且
相
當

の
債
、格
を
以

　
て
梯
下
げ
ら
れ
ぎ
る
可
か
ら
す
ご
な
し
た
る
黙

に
於

て
は
相
同
じ
。

ラ
…
他
院

に
植
民
地

の
土
地
は
有
償
且
相
當

の
贋
格
を
以
て
之
を
枕
下
ぐ

る
の
主
義
に
出
で
ざ
る
可
か
ら
す
ざ
せ
ば
、

茨

に
攻
究
を
要
す

べ
き
問
題
は
其

の
撹
下
げ
は
雌既
費
法
に
依
ゑ

き
庖
、
或
は
豫
じ
め
穰

を

一
定
し
て
之
を
萱

卸
す

る
の
方
法
に
依
る

べ
き
や
如
何
ビ
の
こ
ご
暴
れ
な
り
、

一
般
的
に
之
を
論
ず
る
時
は
競
壷
法
に
依
る
土
地

の

ノ

庭
分
法
は
、
異
實
土
地
の
開
墾
利
用

に
當
ら
ん
こ
す

る
者
に
土
地
を
得
せ
し
む
る
よ
り
は
、寧
ろ
將
家
地
償
の
騰
貴

一

役

ち
・
高
償
呈

姦

却
・
亘

・
其
の
差
響

利
せ
ん
こ
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る
所
謂
披
講

の
土
地
放
薯
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買
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の
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　曾
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與
ふ
、
こ
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多
し
.。
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響

な
れ
ば
之
を
饗

得

す
る
・
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書

・
現
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れ
・
・
が
如
某

地
・
、
譲

看

の
壽

の
下
暑

利
の
土
地
蕎

す
る
を
得
ざ
る
が
警

、
餐

土
地
の
開
墾
利
用
に
當
ら
ん
手

・
者
雍

「も
此
の
如
き
土
地
は
進
ん
で
之
を
購
入
す

る
を
欲
せ
ざ
る
べ
く
、
乏

に
反
し
て
多
く
の
競
争
者

の
現
は
る
る
土
地

　
コ

誠

、
催
合
現
在

に
於
て
は
然
争

ざ
も
雅
楽
は
掌

有
利
の
地
た
ゑ

き
こ
嬉
を
示
す
も

の
に
し
て
、
斯
か
る
土

…
地
は
寧

ろ
放
資
の
好
目
的
物
ε
し
て
土
地
放
資
者
に
依
り
て

狸
占
的
に
買
牧
せ
ら
る
る
の
傾
向
あ
る
を

以
て
な

}

り
、
加
之
、
競
萱
法
は
之
を
過
去

に
於
け
る
各
国
の
實
験

に
徴
す
る
も
、
往
々
關
係
官
吏
及
投
機
的
土
地
放
資
者
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樋
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論

説

建

地
.。
土
地
肇

二
、完
・

筆

費

第
二
號

八
六
)

二
四
二

.

之
。
み
。
て
は
盛

土
鍵

讐

讐

を
防
止
す
・
量

皐

、
投
機
的
・
土
嚢

薯

繕

か
る
制
度
雫

に

潅

b
て
喬

。
巧
み
な
る
手
撃

弄
し
て
璽

・
・
土
地
・
常
呈

・
先
占
せ
ん
ξ

に
雑

・べ
く
・
從
て
萎

識

の
墨

利
用
に
讐

ん
与

る
者
は
、
最
初
政
府
・
依
・
て
禦

げ
・
…

償
肇

り
・
遙
に
高
撃

噸

て
、是
等
。
耀

的
放
薯

よ
b
必
要
な
・
土
地
巌

・
ぎ

可
・

・
ぎ

こ
・
　

、審

　

中
小
餐

…
階
級
。
震

を
羅

。
る
に
歴
る
べ
・
を
以
て
、
馨

毒

・
嚢

接

・
・
全
く
繧

件
を
以
て
直
ち
量

地

一
の
所
毎

を
轟

せ
・
む
る
が
如
　

秦

暮

す
・
畢

、
・
量

地
垂
利
望

し
壺

に
碁

所
雇

。
み
を
牧
め
、
後
,
農

の
讐

後

ち
て
薪

姦

せ
ん
手

・
授
爵

土
幾

薯

・
爲
め
に
薬

室

地

あ

開
墾
利
用
に
當
ら
ん
弄

る
秀

麗

を
妨
げ
ら
る
る
が
如
轟

を
防
止
せ
を

徹
せ
ぱ
・
植
民
地
の
土
地
は

最
初
よ
り
無
條
婁

以
・
童

待

芋

・
・
、

一
定
篠

件
例
べ
ぱ
此
誓

書

・
て
翠

に
肇

す
る
か
・

量

定
。
期
間
偉

し
て
土
地
登

算
・
爲
・
蒜

方
案

菱

・
た

・
場
合
・
・
初
穿

其
の
所
纏

叢

雁

。
む
る
等
。
搾

・
下
に
所
有
地
の
塵

・
撃

て
佛
下
・
・
費

若
蒸

享

・
て
軍
に
所
有
権
の
み

。
得
。
手
.
る
が
如
善

に
饗
し
て
は
、
鯵

具
備
霧

禽

比
・
て
彿
下
皆

肇

異
・
す
る
か
・
或
量

地

.

醤

聾

.の
他
。
方
替

依
り
て
特
別
・
碁

・
讐

し
む
・
を
要
・
、
固

　

砦

如
き
方
法
に
繁

も
綴

聖

地
警

。
弊
風
茎

血

止
・
・
こ
隠

之
・
望
み
得
ぺ
か
争

庭

も
・
毎

の
僚
件
を

も
附
す
る
こ
ε

な
く
し
て
畠

に
土
地
の
所
霰

叢

得
芒

む
・
場
合
に
竿

・
時
は
・
募

讐

を
小
な
ら
し
む
る
こ
憲



一得

べ
し
。
一.一

.一

之
を
各
国
の
實
例
に
徴
す
る
に
有
名
無
賃

の
土
地
所
有
者
の
畷
雇
を
防
ぎ
、
眞
實
土
地
を
利
用
せ
ん
ど
す

る
者

　

り

一
に
其

の
便
を
與

へ
ん
ご
す
る
政
策
は
、
米
国

に
於

て
は
植
民
地

時
代
よ
b
は
却
て

猫
立
後
に

著
し
き

獲
蓬
セ
遂

V

、
従
容

州

の
有
に
踊
し
た

・
土
地
ば
之
を
合
衆
国
に
交
付
ず
る
・異

に
・
彿
下
げ
の
最
小
霧

四
千
.
『
干

。
,
』

の
制
限
を
慶
し
て
四
+
『
.エ

ー
カ
己

差

し
、

.是
等

の
土
地
は
最
低
贋
肇

定
め
て
競
謬

付
す
る
も
其

.

の
馨

は
紫

現
金
を
以
て
支
彿
は
し
む
・
こ
要

し
、
嚢

初
は
課
税
を
冤
除
す

る
も
高

年
を
経
過
す

る
時

.

は
相
當
重
視
を
課
し
て
所
有
者
に
土
地
利
用

の
義
務
を
負
は
し
め
、
更
に
各
人
の
所
有
面
積
を
制
限
し
て
投
機
的

王

地
買
占
.の
弊
風
を
防
止
せ
ん
・
鹿

努

・
し
が
、
其

覆

前
世
紀

の
中
葉
に
至
り
先
買
注
(宥

'・
曇

.
。
重

.

及
簿

法
(
・
　

塗

」
〉
ε

を
制
定
し
て
.
中
小
農
民
階
級
の
保
馨

肩

有
警

ら
し
め
含

器

り
・
.先

買
法
に
撮
れ
ば
合
衆
国
の
食

及
公
民
た
ら

ん
こ
す
る
意
志
を
合
法
的
に
表
示
し
投
書

は
、
其

の
土
地
に
移
住

.

し
て
六
箇
月
間
土
地
改
頁
の
爲

め
に
努
力
し
な
み
場
合
に
限
り
、
百
六
十
『
エ

ー
カ
ー
』
以
内
の
土
地

の
交
付
を
受

て

る
・
墓

得
τ

、
秦

窪

に
糠
れ
ば
前
掲
の
幕

を
有
す
暑

は
八
+
乃
至
百
六
+
『
干

・
⊥

の
護

施

を
有
す
る
こ
茎

得
る
も
、
特
別
卑

情
あ
る
場
合
を
除
詠

は
、
六
箇
月
以
内
に
耕
作
を
開
始
し
て
七
箇
年

…
以
内
に
之
を
完
磐

、
且
共
の
土
地
.に
五
箇
年
呈

寳
際
居
住
す
る
に
非
す
ん
ぱ
塞

な
る
所
有
権
を
興
へ
ざ
る

…
こ
ご
ε
し
、
.以
て
有
名
無
實

の
土
地
所
有
者

の
獲
生

を
防
止
せ
ん
ε
せ
り
。

論

説

植
民
地
の
土
地
政
策
三

、完
)

単

巻

〔第
二
號

八
七
)

二
四
三



論

説

驚

地
の
土
地
政
策
三

.完
)
.

筆

巻

(第
二
號

八
八
)

二
四
四

　

　

　

7
袈

太
・
於
て
も
最
初
は
封
建
的
の
鋸

制
度
行
は
れ
大
地
圭
の
麿

甚
し
か
と

が
・
前
世
紀
の
中
葉
以
後

…
此

の
饗

を
腰
し
て
竣

の
借
地
人
に
も
土
地
の
所
有
響

契

、

天

の
所
有
霧

六
百
四
+
『
〒

か
一
」
を

　
超
多

。
語

に
於
て
土
地
の
私
有
を
許
し
、
叉
+
八
歳
以
上
の
孝

は
凡
て
譲

地
を
所
有
す
る
こ

一を

得
る

一
も
、

一
定
の
期
間
内
に
之
を
耕
作
す

・
き
霧

砲
籍

せ
し
功
た
b
、
絆

・
於
・
・
大
聖

呈

地
響

及
投

一
機
的
買
占

の
弊
を
防
止

せ
ん
が
爲

め
に
諸
種

の
法
令

の
獲

布
を
見

た
り
、

例

へ
ば

ニ
ュ
L

サ
ウ

ス
ウ

エ
ル
ス
に
て

一

空

足
の
年
齢
・
達
書

・
誉

生

地
の
肝
癌

を
奥

へ
す
、
金

地
の
彿
下
げ
を
受
け
た
・
霞

藻

其
庭

耳

管

、
旦

鍔

期
間
内
長

の
罎

繕

彗
㌶
砥
老

の
霧

賓

は
し
・
、
南
濠
洲
・
て
ば
塁

地
は

二
士

箇
年
・
誕

を
附
し
て
之
餐

畢

・
の
制
度
を
設
け
(砦

期
限
・
更
莚

長
ず
る
こ
墓

得
×

利
用

垂

ハ箇
年
を
難

し
た
る
時
餐

借
入
に
先
羅

を
,奥
ふ
る
こ
薯

娠
、
西
淡
洲
に
て
は
市
街
地
及
共
の
附
誓

…
競
費
没
に
依
り
て
之
を
揚
下
ぐ
乃
も
、
農
業
地
は
面
積
を
限
り
て

「
定
の
贋
格
を
以
て
揚
下
げ
。
若
し
土
地

の
所

看

権
を
得
た
る
書

し
て
共
磐

居
住
せ
ざ
・
謄

、
.其
の
支
裂

を
嘉

せ
し
む
べ
き
忌

を
定
め
・
叉
ζ

　
　

　

　

　

　

　

ー
ジ
ー

ラ

ン
ド
に
於

て
も
最
初

は
土

地

の
彿

下
面

積
を
制

限

し
、居

住
・
耕
作

等

の
義

務
を
負
撫

せ
し
む

る
ご

ε

に

依
b
て
投
欝

買
占
の
弊
を
防
止
せ
ん
こ
隠

努

め
た
る
も
、
土
地
蕃

の
風
は
依
然

已

て
止
む
こ

ご
「な
か
り

し
を
以
て
、
終
に
政
府
は
廣
人
な

る
土
地
の
所
有
者
歯

し
て
は
{塾

の
課
税
養

し
て
共

の
土
地

を
費
却
せ
し

…
む
る
の
方
針
を
探
り
、
何
ほ
之
を
費
卸
せ
ざ
る
場
合
に
は
公
用
徴
牧
に
依
り
て
土
地
を
買
戻
し
、之
を
小
農
民
度
農



ロ

　

　

　

.

業
勢
働
者
等
に
交
位
す
る
の
主
義
に
出
で
た
b
、
英
領
南
亜

に
於

て
は
官
有
地
は
入
札
の
方
法

に
依
り
て
賃
借
耕

園

の
申
出
で
の
高
き
者
に
有
期
若
く
ば
無
期

〔即
ち
世
襲
崎
)
の
借
地
権
を
與

へ
、
原
則
こ
し
て
は
之
を
佛
下
げ
ざ
る

…
の
主
義
を
探
り
、
叉
仮
令
之
を
梯
下
ぐ
る
場
合
ε
錐
も
完
全
な
る
所
有
権
の
取
得

に
は

一
定

の
義
務
例

へ
ば
開
墾
・

.

利
用
等

の
義
務

の
履
行
を
必
要
條
件
ε
な
せ
り
。

由
来
官
公
有
地

の
携
下
げ
に
代
ふ
る
に
貸
地
削
度
を
以
て
す
る
こ
ε
は
英
領
植
民
地
の

}
特
色
に
し
て
、
殊

に

獲
達
の
迅
速
な
る
植
民
地
及
都
會
地

に
於

て
は
地
贋
の
騰
貴
も
亦
悲
し
き
を
以
て
、
政

府
は
漫
り
に
土
地

の
梯
下

げ
を
爲
牢
こ
ε
な
く
、
唯
其

の
利
用
の
み
を
各
人
の
自
由

に
委
ぬ
る
の
主
義
よ
り
貸
地
制
度
を
貴
行
し
、
期
限
の
到

.

來
後
は
再
び
新
た
な
る
條
件
の
下
に
之
を
利
用
せ
し
む
る
の
方
針
に
出
つ
る
こ
ご
は
、
植
民
地
政
府

の
牧
人
源
を

保
存
す
る
上
よ
り
考
ふ
る
も
、
亦
土
地
投
機

の
弊
風
を
防
止
す

る
黙
よ
り
論
争
.る
も
頁
策
な
る
を
失
は
ず
、
英
領
植

民
地

に
貸
地
制
度

の
弘
く
行
は
る
る
所
以
は
、
美
本
國
に
於
て
も
亦
該
制
度

の
弘
く
行
は
る
る
に
因
由
す
る
も
の

に
し
て
.
本
國
に
斯
か
る
制
度

の
行
は
れ
ざ
る
國
の
植
民
地

に
於
て
は
、
移
住
者
は
習
慣
上
土
地
の
所
有
権
.を
取

得
せ
ん
・
妄

欲
す
で

、
砦

如
き
場
合
に
は
土
地
の
挑
下
げ
養

行
す
・
も
、
地

償
の
自
衛

婁

に
な

一
利
盆

の

一
部
は
、
之
を
土
地
増
償
硯
等
の
方
法
に
依
り
て
政
府

に
牧
む
る
こ
ど
に
注
意
す

ろ
は
、
植
民
地

の
土
地　

一
政
策
士
肝
要
な
る
事
項
な
り
、
土
地
壇
債
挽

の
制
度
に
依

り
て
地
潰
の
自
然
的
騰
貴
に
俘

ふ
利
益
の

一
部
を
政
府

　
に
牧
む
る
こ
ε
は
財
政
政
策
上
必
要
な
る
の
み
な
ら
争
.
土
地
投
機

の
弊
害

を
防
止
す

る
上
に
於
て
も
亦
共

の
敷

ノ

…
論

説

植
民
地
の
土
地
肇

三

・完
)
一

策
†
巻

(第
二
號

八
九
)

二
四
五

(1)K6bner,a.a.0.S.196fn.



講

説

植
民
地
の
土
地
婆

三

、春

蘭
+
巻

(第
二
號

九
〇
)
.
二
四
六

.

果
少
し
ご
替

る
な
り
、
叢
し
砦

制
度
を
實
行
ず
る
時
籔

年
を
隔
て
て
土
地
の
債
警

改
め
て
評
債
気

其

一
の
自
然
的
増
贋
の
割
A
口
に
癒
じ
て
課
税
す

る
が
故

に
、
之
を
利
用
せ
す
し
て
輩
に
投
機
の
口
的

の
爲
め
に
慶
大
な

.

・
土
地
を
保
有
す

・
が
如
き
忌

は
、
土
地
所
薯

の
纂

を
人
な
ら
し
む
・
に
過
書

る
よ
り
・
彼
簿

相
當

の
償
格
を
以
て
之
を
萱
卸
す

る
か
、
然

ら
争
ん
ぱ
自
ら
土
地
利
用
の
途
を
講
ず
る
に
至
る
ぺ
け
れ
ば
な
b
。

因
工
、
土
地
繁

走

書

税
の
制
度
を
巧
み
癒

用
・
て
成
功
を
股
奠

る
實
例
は
・
膠
州
澱
に
於
τ

之
を
腰
見
す

る
こ
ご
を
得

べ
し
、
凋
逸

の
膠
州
濁
を
占
領
す

る
や
徐
々
に
支
那
人
の
所
有
地
を
買
牧
す

る
の

方
針
を
探
り
、
其

の
買
牧
贋
格

は
現
に
土
地

を
所
有
せ
る
者
の

、力
に
依
る
か
、
又
は
彼
等

の
父
泄
の
力

に
依

り
て
偵
肇

増
加
せ
し
難

る
場
合
の
讐

、

疲

に
占
領
前
痢

横
を
標
讐

し
、
買
牧
を
了
し
た

る
土

、

地
は
最
低
.儂
格
を
定
め
て
観
賞
に
付
す

る
も
、
購
入
者
が
更

に
之
を
他
に
萱
却
ぜ
ん
ご
す

る
場
合
に
は
・
豫

じ
め
其

の
贋
格
を
政
聰
に
申
告
せ
し
め
、
購
入
償
幣

ご
質
却
贋
格
・じ
の
問
に
差
益
あ
る
こ
ε
を
獲
見
す

る
時

は
、
吸
塵
は
之
に
封
.し
て
三
割
三
分
三
厘
鯨

の
土
地
増
加
税
を
賦
課
し
た
り
、
尤
も
購
入
後
土
地

に
改
頁
を

施
し
起
る
場
合
に
は
、
其
の
費
用
は
六
分

の
利
子

を
附
し
て
之
を
差
益
中
よ
か
控
除
し

(費
用
の
實
額
は
別

に
審
査
委
員
會
を
設
け
て
之
を
審
査

せ
し
む
)
、
叉
脱
税
を
豫
防
せ
ん
が
爲
め
に
敬
廃

は
萱
知
者

の
申
告
債
絡

を
以
て
、優
先
的
に
該
土
地
を
買
よ
ぐ
る
の
権
利
を
留
保
せ
り
、若
し
又
土
地
所
有
者
が
二
十
五
箇
年
間
其

の

」
土
地

を
他
に
貰
卸
せ
す
し
て
繊
績
的
に
.所
有
せ
る
時
は
、
此
の
問
に
於
け
る
地
債
の
騰
貴
額
に
…射
し
三
割
三



「
、、..弘
狂
風
厨

を
超

過

ぜ
ざ
る
範
圏

幡
於

て

「
回

限
り

上
地

増
質
視
を
課

せ

ら
る
べ
く
、
爾

後
二
十

五
箇

年
毎

に
之

{

・
反
覆
す

ぎ

墓

定
め
㌘

・
以
上
は
婿

漣
に
於
け
る
土
地
増
窺

の
要
旨
な
る
も
・
.暴
れ
以
暫

鞠

　

投
機
的
ψ
土
地
買
占
を
防
止
せ
ん
が
爲
め
に
、
購
会

が
最
溜

出
・
　

土
地
・
利
用
誰

養

行
・
∴

一

る
時
は
2
斯
か
る
土
地
に
謝
し
て
は
特

に
高
率

の
地
租
を
課
し
、
激
症
の
計
謁
を
貴
行
し
た
る
場
合
に
初
め

ぱ加

一
て
普
通

の
率

に
復
す

べ
き
こ
ご
を
規
定
せ
り
、
膠
州
澱
に
於

け
る
土
地
政
策
は
、
最
初
は
多
少
嚴
に
失
す

る

K

一.

・
莚

　

誕
奇

し
・
、
其
・
讐

望

良
好
　

る
よ
・
驚

・
土
地
政
策
書

し
て
…
.

脚

る
る
に
至

焦

。

煎

札

　

　

　

　

　

の
　
　
　

　

{

和
蘭
の
麓

地
に
於
て
は
政
府
罷

ふ
限
り
土
民
薦

め
量

地
を
保
存
せ
ん
旨

に
努
め
、
殊
に
ジ
ャ
ご

伽

頒

.旺

、畑

.

於
け
る
土
民

の
土
地
所
有
権
は
法
律
上
完
全
な
る
保
護
を
受
け
、
土
民
は
其
の
所
有
地
を
抵
當
に
供
し
或
は

】
定

五

瞥

…

軽

雫

・
他
杏

蔓

す
・
…

穿

も
、
土
民
以
劣

誉

費
羅

渡
す
　

禁
・
以
赤

人
・
土
地

蹴

灘

買
占
姦

防
・
る
異

・
、
母
・
人
及
母
・
控

所
・
享

・
首

書

て
昊

札
・
方
徒

依
・

零

露

螺

　

　

の

　

　

　

し

領

,
。
有
碧

羅

孟

ふ
。
の
嚢

を
響

、
綾

、
ン
7

に
於
て
は
日湯

里

地
を
小
分
し
て
縛

し

濫

鳳

　

じ

ド

　
　

一

た

る
も
其

の
結

果
豫
期

の
如

く

な
ら
ざ

り
し
よ

り
、
遂

に

特
許
曾
肚

に
有
期

的

に
土
地

を
貸

興

し
て
之

を
利
用

せ

馬
賊
技

。-
肋

著

し
む

る
ζ
ご

・し
し
.
特
許
會
肚

は
是
等

の
土
地

を
實
際
欄

墾

す

る

の
義

務

を
負

ひ
、
若

し

一
定

の
期
間
内

に
開
墾

M

魚

拙

…
に
着
繁

る
蜷

難

勤

め
、
淵
て
有
名
無
實
の
土
鐸

鶏

い
暴

ゾ
P
に
於
て
は
.の



論

説

植
民
地
の
土
地
驚

三

、完

ド

第
+
巻

(第

二
號

九
二
)

二
四
入

.

佛
國
の
占
領
常
時
土
地
投
難

頗
る
盛
ん
な
り
し
よ
り
之
が
防
止
の
規
定
を
設
け
、
未
墾
地
は
土
民
の
所
有
地

…
・
・
講

・
き
限
&

之
を
屠

腹

・
、
土
地

・
壽

・
堕

す
蕃

置

羅

の
擁

帯

し
て
之
を
黄

τ

、
若
し
共
の
義
務
を
履
行
せ
ざ
る
懸

高
率
の
地
挽
を
課
し
、
更
三

足
の
期
間
を
経
過
ず
る
も
街
ほ
墨

に

鷹

ぜ
ぎ

時
は
之
霞

牧
す

べ
き
こ
蕃

定
・
・
、
土
地
投
讐

弊
風
・
防
止
せ
ん
忌

に
努
め
勧

ラ

～

に
護

制
度
の
設
定
、

以
上
説
述
せ
島

に
依
り
て
假
令
官
公
有
地
及
無
主
地
の
遺
憾
な
き
威
分
法
を
講
ず

る
も
、
本

来
資
力

の
豊

か
な

5
ざ
る
中
小
農
民

等
は
、
或

は

凶
歳

の
爲

め
に
、
或

は
不
慮

の
事
攣

の
爲

め
に
、
或

は
彼
等
自
己

の
愼
慮
を
敏
け
・
が
欝

に

、
投
欝

の
土
地
放
資
者
及
高
利
貸
等
の
薫

歪

陥
り
、
終
に
は
彼
等

.

の
生
活
の
唯

一
の
資
源
穴
る
土
地
を
失
ふ
に
至
る
こ
ご
稀
な
り
こ
せ
ず
、
否

一
.方
に
於
て
土
地

の
買
占
及
投
機
的

.

費
買

の
弊
害
を
防
止
せ
ん
こ
ε
に
努
む
る
も
、
他
方

に
於
て
真
正

の
土
地
の
利
用
者
に
劃
す

る
積
極
的

の
保
護
方

法
を
奪

ざ

る
塒
は
、
傘

な
る
土
地
庭
.分
注
の
贅

も
結
局

蒔

の
幻
影

遍

嘉

し
て
・
久
し
か
令

し
て

.

誹
種

の
.弊
害
を
臠

す
る
に
至
る
べ
し
、
故

に
披
講

の
土
地
放
薯

及
高
利
貸

の
麿

を
防
ぎ
中
震

民
階
級

夏

活
・
高

潔

降
せ
を

欲
葺

一
家
・
生
計
・
維
持
に
必
霰

く
可
舎

ざ
る
最
小
限
度
の
土
地
は
、

　
一
之
を
簾

ド
・し
て
賢
羅

婆

・
響

椹
・
・
的
物
　

す
・
妄

得
・
・
し
・
・
芒

其
権

利
竃

・
蘇

　
す
る
必
要
あ
る
場
倉

は
、
豫
じ
め
届
出
で
し
む
る
ε
共
箕

の
先
買
警

政
府
に
留
保
す
る
が
如
き
制
度
を
設

Σ

を
通
常
ε
ナ
、
固
よ
り
此
の
如
き
制
度
は
中
小
農
民
階
級
に
好
客

金
融
機
關
の
完
備
縞

俟
ち
て
初
め
て

■(L)1く 百bner,a.a.0.S.20斗f;.

「



一

審

實
馨

餐

、を

看

得
る
も

の
に
し
て
、
軍
に
釜

制
度
を
難

し
三

宝
の
土
地
書

買
譲
渡
誌

抵
.
.
.

・

一
當
糎
の
目
的
物

ご
な
す

ご
ε
を
禁
止
す
る
も
、
若
し
中
小
農
民
階
級
に
封
ず
る
金
融
機
關
に
し
て
完
備
せ
ざ
る
時

　
は
、
他
に
適
當
な

る
撚
保
物
件
を
有
せ
ざ
る
彼
等
は
勢

ひ
野
人
信
用

に
依
ゲ
て
必
要
な
る
資
金
を
調
達
せ
ざ
る
可

か
5
ざ
る
こ
.ご
こ
な
る
も
、
野
人
信
用
の
掛
物
信
用
に
比
し
て
高
利

を
要
成
せ
ら

る
べ
ぎ
は
彼
等
の
境
遇
上
自
明

め

理
た
り
」
果
し
て
撚
り
ざ
せ
ば
家
産
制
度
の
爲
め
に
却
て
彼
等
の
苦
痛
を
増
加
せ
し
む
る
が
如

き
結
果
を
生
ず

一る
こ
ご
な
し
ε
せ
ざ
る
が
故
に
、
該
制
度
の
採
用
ε
共

に

一
方

に
於
て
は
必
要
訣
一
可
か
ら
ざ
る
資
金
は
、
掛
人

を

宿

用
を
以
て
低
利
に
之
を
融
通
し
得

べ
き
特
殊

の
金
融
機
關
(例

へ
ば
金
融
組
合
の
如
き
機
關
)
を
各
地

に
設
置
す

一
る
を
要
す
。

一
現
今
文
明
國
囮
於
て
は
土
地
に
關

す
る
制
度
は
多
年

り
慣
習
上
院
空

足
せ
る
も
の
あ
る
が
故
に
・
中
小
農
民

階
級
の
利
益
を
保
護

せ
ん
が
燐
め
に
新
た
に
家
産
制
度
を
採
用
せ
ん

・こ
す
る
も
、貴
行
土
多

く
の
障
碍
を
獲
見
し
、

　
容
易
に
共

の
採
否
を
決
す
為
能
は
ざ
る
が
如
し
ご
錐
も
、
植
民
地
に
於
て
は
官
公
有
地
及
無
主
地
の
残
存

せ
る
も一

…
の
少
か
ら
ざ

る
に
加

へ
、
土
地
値
開
す
る
制
度

の
如
き
も
未

だ
確
立
す

る
に
至
ら
ぎ
る
が
故

に
従
来
α
習
慣
叉
は

一

新

度

の
拘
束
を
ぞ

る
ξ

?

、
獲
て
土
地
彿
下
げ

の
當
初
よ
り
斯
か
る
制
度
を
貴
行
し
・
未
墾
地
は
勿
論
其

　
　
ロ

…
の
他
の
土
地
晶

も
籍

大
・
失
・
・
も
・
は
・
ふ
限
芝

菱

・
・
て
、
眞
塁

砦

利
用
せ
ん
素

華

…
適
當

に
交
付
す

る
の
主
義

を
探

ら
ば
、
植

民
地

の
産

業

上

の
開
獲

を
動
く

胤
こ

・し
決

し

て
鮮

し
ご
せ
ざ

る

べ
し
ゃ

論

設

植
民
地
の
土
地
政
策
(二
、完
}

第
十
巻

(第
二
號
、
九
三
)

二
四
九

.

㍉

-

,



「
詮

醗

植
景

の
土
譲

策
三

、完

)

筆

巻

.露

二
號

九
四
)

二
五
Q

…
家
建

を
初
め
て
制
定
耀

し
た
・
は
北
米
A
、衆
・
・
し
て
、
…

於
・
豪

窪

量

器

・
家
窪

算

撫

離

職

嚢
鱗
}鱒
響
㌫
.

畜

る
者
は
、
五
箇
年
間
整

地
に
種

・
て
開
響

後
事
し
、皇

定
・
料
金
を
納
付
す
る
場
食

言

李

「
エ

艦

,
カ
ー
』
以
内
の
国
有
未
墾
地
の
交
付
・
受
樽

…

髭

・
、
(藩

竺

八
九

護

・
空

ハ年
・
修
.
呵

輌

.

難

翻

鎌
纒
難

ハ群
、鱈
勧
舞

韓

暴

雛

砲
謡

…
其
の
土
地
に
居
住
せ
…

を
必
要
讐

・
茎

、
鍾

別
・
家
窪

天

三
書

テ
　

ス
州
に

勲

於
て
初
め
て
制
定
・
・
れ
・
よ
り
暴

殆
ん
ご
全
・
・
普
及
…

善

し
が
、
募

内
容
蜻

・
啓

て
多
少

蹴

擁
灘
蕪

鱗

韓難

縫

騒
騒
籍
.
　躍

湘

.

.
ユ
,

ジ
聖
一フ
ン
ド
等

に
於

て
も
亦

該
制
鍔

實

行

寛

・
に
至
れ
㌧

.

撮
騰

　
　

　

固
　

是
等
の
各
地
に
行
は
る
象

窪

某

だ
以
・
理
欝

の
・
の
寵

す
・
・
得
で

殊
莱

國
の
釜

鞍

　

跨

如
譲

窪

の
努

を
最
年
少
の
委

の
成
年
に
替

た
鳶

を
以
・
苧

芒

む
る
が
故
に
・
家
族
難

。。



}

、
の
変

。
喜

巷

談
書

る
姦

・
警

　

巽

・
襲

産
・
差
霞

之
を
禁
止
・
・
.・
糧

撰

薯

鳶

・

耐

は
審

歪

甚

。
爺

き
、
履

令
之
を
華

・
場
A
・
に
於
て
も
、
之
に
代
・
べ
覇

人
信
用
の
金
徹
講

を
設
く
る
こ
ご
。
付
き
斎

舞

考
慮
を
響

喜

・
が
故
に
、
覆

物
件
を
有
菩

・
家
羅

有

数
ひ
高
利

の
纂

・
借
入
れ
ざ
る
可
か
・
ざ
る
こ
慧

脊

、
其
の
嘉

実

な
ら
し
む
轟

・
蕪

あ
b
・
故
に
此
の
制

疲

の
採
用
に
當
り
て
は
諸
種
・
方
響

其
・
利
叢

姦

・
・
て
、
各
簾

・
實
墜

・
漿

讐

能

一
く
癒
合
す

べ
き
家
産
制
度
を
設
定

せ
ざ

…る
可
か
あ
ざ
幡

や
勿
論
な
り
ご
雌
も
、
植
民
地
に
於
け
る
土
地
兼
併
及
投

機
的
買
占
竃

弊
を
防
止
し
て
、
眞
聖

地
を
利
用
せ
ん
手

・
誉

適
窮

土
地
卒
得

ぜ
し
む
る
異

に
・
安

達

憲

保
有
芒

・
ん
ご
徴
せ
ぱ
、
釜

蟹

の
轟

轟

孕

る
忌

は
緊
響

至

事
項
蒐

僅

地
所
纏

の
覆

、

最
後
に
麓

地
の
土
地
の
利
用
を
有
壁

・
し
・
を

徴
せ
催
.・
其
の
所
有
権
を

茎

且
婁

・
保
障
す
る
の
必
要
　

、
而
・
・
土
地
屠

椹
・
覆

生

地
護

・
作
成
・不
動
蓉

調

度

の
嘉

共
の
他
の
護

に
依
り
て
.
土
誹

有
携

鷺

を
聚

・
力
を
以
・
讃

著

よ
-
有
譲

る
は
芒

馬

.

凡
,
土
着
民
査

定
の
勢

に
久
を

偉

し
・
欝

酌
量

地
を
利
用
し
つ
つ
あ

・
場
食

は
妻

の
居
薯

藁

、
。
該
土
地
。
所
簒

奪

叢

・
然
泉

・
て
他
量

正
・
薪

誉

芝

、之
・
聾

す
を

罷

μ

ざ
る
場
A.少
し
ビ
.芋

、
株
に
土
地
慶
大
に
七
矢

口
蕪

・
・
地
方
・
於
て
・
、

」佳

盤

富

落

籍

循

澹
耕
作
法
を
行
ふ
が
故
に
、

一
定
の
土
地
が
果
し
て
何
人

吻
所
存
に
躊
す

る
や
、
文
典
の
所
有
者
が
全
然
之
を
委

諦

観
.

餐

蕾

毒

肇

三

、完
)

,

第
+
瘤

(第
二
醗

九

五
)
.
二
毛

.

嗣



㎝
論

説

,

植
鑑

の
土
地
肇

二
、完
.

、

筆

貴

弟
・
號

突

;

五
・

「

棄

庭

,
暑

敬
し
得
べ
き
や
否
や
灌

利
關
係
の
頗
・
不
明
撃

憂

A・多
し
、例

へ
ば
我
馨
舞

に
於
て

も
領

靖

の
當
初
は
大
租
芦
安

は
墾
圭
、塑

り
震

砦

地
主
)小
相
月
(叉
麺

戸
、即
ち
現
量

地
を
占
有
せ
農

民
}

噂

羅

躍

然
已

て
併
存
し
、
土
地
所
有
橿
の
實
際
去

簾

を
明
か
に
す
歪

嘉

得
ざ
b
・
が
如
㍉

天

一
朝
鮮
人
は
本
家
土
地
所
有
権
の
観
念
に
乏
し
"
、
土
地
は
恰
も
家
屋

の
附
属
物

の
如
く
に
思
考
し
た
る
風
あ
ザ
し

せ

、
農
業
の
如
き
も
循
還
耕
作
法
に
依
れ
る
も
の
多
く
、
從
て

展

耕
作
し
な
る
土
地
を
蘂

し
去
れ

る
例
少

し

「
。
芋

.
斯

か
.る
場
A
・
に
は
土
地
所
有
権
の
不
確
實
な
・"
よ
畠

に
諸
種
の
璽

を
醸
す
の
み
な
募

・
其
の
利

『

自
・
醒

・
流
・

一
般
采

完
・
・
　

・葉

・
散
・
蔑

警

於
け
る
土
地
の
所
雇

を
確
偏
す

る
こ

議

、

而

の
肇

上
の
活
動
屡

定
の
基
讐

供
す
・
所
以
に
し
て
、
此
の
㌍

に
し
て
初
め
て
植
民
地

の
秩

一
序

的

の
獲
展

を
遂

げ
し
む

る
こ

ご
を
得

べ
き

な
り
。

土
地
の
所
寵

を
確
保
す
る
方
警

し
て
は
、
穿

濠
洲
に
於
て
T

、
・
・バ
ー

、
・
・
ソ
ス

(し・
寡

量

け

舜
.
日
。
..。一拓

一。。
.轟
h
醍
。。と

に
依
り

て
立
案

せ
ら
れ

π

る
土
地

登

記
制
度

の
如

き
は
最
も
参
考

に
値
す

べ
き
も

の

た
り
、
該
制

度

に
振
れ

ば
土
地

所
有
権

の
確
定
登

記
を
爲

さ
ん

ご
す

る
際

に
は
、
登
記

委
員
等

は
各
種

の
方

面
よ

齢
鞭

鎌
蟷
鵜

鐸
鯉稿編
雛
舗
翼
藤

衰

齢
る

ひ
、
異
議
の
中
妻

毒

念
に
初
め
て
登
記
・
完
了
し
て
其
の
誓

磐

娶

す
・
も
の
に
し
㌔

.此
の
如
勇
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、
一
.漢
に
依
藩

醤

量

地
に
摯

・
霧

萎

舎

保
堰

得
・
の
寒

ら
す
・
蕎

接
呈

募

饗

肇

響

窟

　
垂

帳
の
作
弩

の
夫
妻

采

知
不
識
の
間
に
完
成
せ
し
む
る
こ
蕃

得
・
の
利
脅

、
此
の
制
度
将

き
で
も
,・

皿
一
亦
其
の
實
際
上
の
適
用
に
關
し
て
ば
各
場
合

の
實
情
に
患

じ
て
斟
酌
を
加

へ
ざ
る
可

か
ら
す
ご
雌
も
、
要
す
る
に　

一
一其
の
所
藻

を
塞

且
婁

繰

陣
す
る
の
制
度
・
謬

・
こ
葭

、
土
黎

併
及
投
欝

買
占
募

弊
を
監
覗

す

る
上
よ
り
論
ず
る
も
極
め
て
必
要
な
り
ε
す
。

以
上
植
民
地
の
土
地
敬
策

に
閲

し
て
説
述
せ
る
所

を
要
吉
せ
ば
、
植
民
地

の
土
地

は
之
を
自
由

に
住
民
に
交
付

せ
申
し
て

一
定
の
條
件

の
下
に

　
定
の
債
格
を
以
て

一
定

の
面
積
を
交
付
す
る
の
方
針
を
探
り
、
且
是
等
の
交
付

地
に
劃
し
て
は
共
の
権
利
を
確
實
に
保
障
し
て
後
日

の
紛
争
を
断
ち
、
若
し
交
付
條
件
に
反
し
て
土
地
の
利
用
を

怠
り
、
或
は
漫
-
に
他
に
灌
利
を
移
撃

ん
与

る
が
如
善

倉

は
国
家
は
其
の
先
買
撃

留
保
し
・
以
て
土

…
地

の
兼
併
及
投
機
的
費
買
等
の
弊
を
防
止
し
て
、
-眞
實
土
地
を
開
墾
利
用
せ
ん
ε
す
る
者

の
手
に
之
を
締
せ
し
む
.

…
る
こ
ご
に
注
意
せ
ざ
る
可
か
ら
争

ご
言
ふ
に
在
り
。
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